
は
じ
め
に

二
〇
一
四
年
に
藩
法
研
究
会
編
『
近
世
刑
事
史
料
集
２

対
馬
藩
』

(

�)

が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
対
馬
藩
の
刑
事
判
例
集
で
あ
る

「
罰
責
」
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
谷
口
昭
氏(

編
集
代
表)

と
と
も
に
編
集
を
担
当
し
た
。
ま
た
、
筆
者
は
「
罰
責
」

掲
載
の
「
潜
商
」(

密
貿
易)

、「
徒
党｣

、
お
よ
び
「
交
奸
」
に
対
す
る
処
罰
に
つ
い
て
、
小
論
を

(

�)

発
表
し
た
が
、
本
論
文
で
は
一
般

的
な
死
刑

(

死
罪)

よ
り
重
い
類
型
の
死
刑

(

と
り
あ
え
ず
加
重
死
刑
と
し
て
お
く)

に
つ
い
て
、「
罰
責
」
に
採
録
さ
れ
た
事
件

を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
若
干
の
考
察
を
行
う
。

筆
者
前
掲
論
文
で
も
付
言
し
た
が
、
同
書
は
谷
口
氏
の
序
言
に

(

�)
も
あ
る
よ
う
に
、
通
常
の
刊
行
形
態
で
は
四
〇
〇
〇
頁
近
く
に
わ

た
る
も
の
を
そ
の
四
分
の
一
ほ
ど
紙
印
刷
分
と
し
、
残
り
四
分
の
三
お
よ
び
史
料
画
像
全
体
を
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
納
め
る
と
い
う
形
態
を
と
っ

て
い
る
。
本
論
文
で
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
収
録
分
も
含
め
、
宝
永
四
年
分
か
ら
明
治
二
年
分
に
わ
た
る
「
罰
責
」
全
体
を
考
察
対
象
と
す
る
。
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一
五
五

対
馬
藩
の
加
重
死
刑
に
つ
い
て

｢

罰
責
」
掲
載
の
判
決
の
紹
介
を
中
心
に

守

屋

浩

光



第
一
章
「
罰
責
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
加
重
死
刑
」
の
内
容

「
罰
責
」
に
掲
載
さ
れ
た
判
決
に
み
ら
れ
る
生
命
刑
と
し
て
、
磔
、
火
罪
、
獄
門
、
梟
首
、
斬
罪
、
死
罪
、
死
刑
、
下
手
人
、
解

死
人
、
切
腹
が
あ
る
。
刑
名
表
記
に
は
若
干
の
揺
れ
が
あ
り
、
獄
門
と
梟
首
、
下
手
人
と
解
死
人
は
同
一
の
刑
罰
と
推
定
で
き
る
。

(

�)

死
刑
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
章
名
や
生
命
刑
一
般
を
意
味
す
る
場
合
の
他
、
具
体
的
な
事
例
に
お
け
る
刑
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る

場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
死
罪
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
死
罪
と
下
手
人
・
解
死
人
は
執
行
方
法
は
斬
首
刑
と

い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
幕
府
公
事
方
御
定
書
に
お
け
る
場
合
と
同
様
に
様
者
や
闕
所
が
付
加
さ
れ
る
か
否
か
で
区
別
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
斬
罪
に
つ
い
て
、
鎌
田
浩
氏
は
熊
本
藩
の
例
か
ら
袈
裟
斬
り
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い

る
。

(

�)

こ
の
点
は
「
罰
責
」
の
具
体
的
な
事
例
か
ら
検
討
す
る
。

各
簿
冊
内
の
章
構
成
と
し
て
、
八
巻
目
に
あ
た
る
の
「
罰
責
類
集

七
番
」
以
降
の
巻
で
は
、
死
刑
判
決
が
独
立
の
章
に
立
て
ら

れ
て
い
る

�表
一
�。
章
名
は
十
一
巻
目
「
罰
責

拾
番
」
以
降
は
「
死
刑
者
之
事
」
で
一
貫
し
て
い
る
。
筆
者
は
徒
党
に
つ
い
て

考
察
し
た
以
前
の
論
考
で

(

�)

、「
罰
責
」
の
徒
党
事
件
を
採
録
し
た
章
名
が
、
十
一
巻
目
「
罰
責

拾
番
」
以
降
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
た
こ

と
を
示
し
た
が
、
死
刑
事
件
を
採
録
し
た
章
名
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
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一
五
六

【
表
一
】
死
刑
に
関
す
る
「
罰
責
」
章
構
成

巻
No.

巻
タ
イ
ト
ル

採
録
年

章
名

1

罰
責
類
聚

八
重
物

宝
永
04
〜
宝
暦
06

な
し
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一
五
七

2

罰
責
類
聚

宝
永
04
〜
宝
暦
06

な
し

3

罰
責
類
聚

第
二
番

宝
暦
09
〜
明
和
08

な
し

4

罰
責

三
番

明
和
09
〜
安
永
06

な
し

5

罰
責

第
四
番

安
永
07
〜
天
明
04

な
し

6

罰
責

第
五
番

天
明
05
〜
天
明
07

な
し

7

罰
責
類
集

六
番

天
明
08
〜
寛
政
03

惣
而
死
刑
之
者
事

8

罰
責
類
集

七
番

寛
政
04
〜
寛
政
07

惣
而
死
刑
之
事

9

罰
責

八
番

寛
政
08
〜
享
和
01

惣
而
死
刑
之
事

10

罰
責
類
集

九
番

享
和
02
〜
文
化
02

惣
而
死
刑
之
事

11

罰
責

拾
番

文
化
03
〜
文
化
10

死
刑
者
之
事

12

罰
責

十
一
番

文
化
11
〜
文
化
12

死
刑
者
之
事

13

(

表
紙
欠)

文
政
03
〜
文
政
07

死
刑
者
之
事

14

罰
責

拾
四
番

文
政
08
〜
文
政
11

死
刑
者
之
事

15

罰
責

拾
五
番

文
政
12
〜
文
政
13

死
刑
者
之
事

16

(

表
紙
欠)

天
保
02
〜
天
保
05

死
刑
者
之
事

17

罰
責

十
七
番

天
保
06
〜
天
保
09

死
刑
者
之
事

18

罰
責

拾
八
番

天
保
10
〜
天
保
11

死
刑
者
之
事



第
二
章
「
罰
責
」
に
採
録
さ
れ
た
加
重
死
刑
の
事
例

前
章
で
述
べ
た
と
お
り
、「
罰
責
」
に
掲
載
さ
れ
た
判
決
に
み
ら
れ
る
生
命
刑
と
し
て
、
磔
、
火
罪
、
獄
門
、
梟
首
、
死
罪
、
死

刑
、
下
手
人
、
解
死
人
、
切
腹
が
あ
る
。
本
稿
で
は
一
般
的
な
生
命
刑
で
あ
る
死
罪
よ
り
重
い
生
命
刑
を
対
象
と
す
る
。
し
た
が
っ

て
磔
、
火
罪
、
獄
門

(

梟
首)

の
事
例
が
考
察
の
対
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
斬
罪
に
つ
い
て
も
、
死
罪
と
の
関
係
で
事
例
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一
五
八

19

罰
責

十
九
番

天
保
12
〜
天
保
14

死
刑
者
之
事

20

罰
責

弐
拾
番

天
保
15
〜
弘
化
02

死
刑
者
之
事

21

罰
責

弐
拾
一
番

弘
化
03
〜
嘉
永
01

死
刑
者
之
事

22

罰
責

弐
拾
弐
番

嘉
永
02
〜
嘉
永
04

死
刑
者
之
事

23

罰
責

二
十
四
番

嘉
永
07
〜
安
政
02

死
刑
者
之
事

24

罰
責

弐
拾
五
番

安
政
03

死
刑
者
之
事

25

罰
責

弐
拾
六
番

安
政
04

死
刑
者
之
事

26

罰
責

弐
拾
七
番

安
政
05

死
刑
者
之
事

27

罰
責

弐
拾
九
番

万
延
02
〜
文
久
02

死
刑
者
之
事

28

罰
責

三
拾
番

文
久
03
〜
元
治
01

死
刑
者
之
事

29

罰
責

弐
拾
八
番

元
治
02
〜

死
刑
者
之
事

30

罰
責

明
治
02
〜

死
刑
者
之
事



を
挙
げ
て
検
討
す
る
。
以
下
、
刑
種
ご
と
に
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
す
る
。

第
一
節
「
磔
」
の
事
例

「
罰
責
」
に
採
録
さ
れ
る
磔
の
判
決
例
は
決
し
て
多
く
な
い
。
一
覧
に
し
た
も
の
を
挙
げ
る

�表
二
�。
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一
五
九

【
表
二
】
磔
が
申
し
渡
さ
れ
た
事
例

事
件
No.

巻

頁

年
月
日

身
分

罪
状

備
考

1

1

78

享
保
20.
12.
21

武
士
下
男

盗
入
、
女
房
〆
殺
荷
物
盗
取
、
火
付
立
去

市
中
引
廻
、
重
科
之
者

2

2

86

享
保
20.
12.
21

武
士
下
男

盗
入
、
女
房
〆
殺
荷
物
盗
取
、
火
付
立
去

No.
1
に
同
じ

3

8

99

寛
政
04.
04.
22

住
持
弟

父
を
打
擲
殺
害
之
機
火
を
企

兼
々
親
に
不
孝
。
市
中
引
廻

4

28

14

文
久
03.
11.
22

囚
人
4
名

追
々
之
罪
悪

不
埒
至
極
。
大
手
橋
ニ
肆
、
市
中
引

廻

4

28

164

文
久
03.
11.
22

元
士
官

町
人
宅
ニ
お
ゐ
て
左
道
之
祷
執
行
節
、
其
主
意

相
心
得
専
令
主
張

寸
断
不
定
之
大
罪
。
大
手
橋
肆
、
市

中
引
廻

4

28

164

文
久
03.
11.
22

元
士
官

女
中
之
含
を
受
種
々
之
左
道
ニ
相
携
、
其
中
ニ

ハ
祈
祷
之
形
代
切
捨
之
差
図
を
加

大
胆
之
所
業
不
忠
至
極
之
族
。
大
手

橋
肆
、
市
中
引
廻

4

28

164

文
久
03.
11.
22

元
山
伏

婦
人
之
差
含
を
以
て
邪
悪
之
企
ニ
加
担

御
国
恩
を
令
忘
却
、
不
埒
至
極
之
族
。

大
手
橋
ニ
肆

市
中
引
廻

4

28

164

文
久
03.
11.
22

元
目
付

大
切
成
奸
曲
之
一
儀
ニ
携
、
差
図
ニ
随
無
勿
躰

大
胆
至
極
之
族
。
大
手
橋
肆
、
市
中



こ
れ
ら
以
外
に
本
来
な
ら
ば
磔
刑
が
申
し
渡
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
減
軽
さ
れ
て
死
罪
と
さ
れ
た
も
の
が
数
件
み
ら
れ
る
が
、
そ

の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

①

享
保
二
十
年
十
二
月
二
一
日
申
渡
の
事
例

高
崎
伝
蔵
下
男
作
平
が
八
月
二
十
日
夜
船
添
格
兵
衛
所
に
盗
み
に
入
り
、
格
兵
衛
の
女
房
を
絞
め
殺
し
て
荷
物
を
盗
み
取
り
、
火

を
付
け
て
立
ち
去
っ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
判
決
で
は
、「
重
科
之
者
」
と
評
価
し
、
市
中
引
き
廻
し
の
う
え
、
磔
と
し
た
。

②

寛
政
四
年
四
月
二
二
日
申
渡
の
事
例

豆
酘
群
豆
酘
村
観
音
住
持
円
喜
の
弟
三
四
五
郎
は
、
兼
々
親
に
不
孝
を
尽
く
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
父
の
円
久
を
殺
害
し
よ
う
と
付

火
を
企
て
、
そ
の
う
え
で
円
久
の
寝
間
に
鎌
を
持
っ
て
入
っ
た
が
、
円
久
が
声
を
あ
げ
、
隣
家
之
者
が
駆
け
つ
け
た
た
た
め
、
人
目

を
忍
ん
で
鎌
を
投
げ
捨
て
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
親
殺
し
は
既
遂
に
達
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
付
火
に
及
ん
だ
こ
と
、
以

前
か
ら
親
不
孝
を
尽
く
し
て
い
た
と
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
考
慮
さ
れ
、
親
殺
し
の
通
例
で
あ
る
磔
が
申
し
渡
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
な
お
、
三
四
五
郎
の
兄
円
喜
も
「
平
日
之
示
し
方
緩
セ
ニ
有
之
」
に
よ
り
「
御
呵
」
仰
せ
付
け
ら
れ
て
い
る
。
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一
六
〇

令
取
計

引
廻

5

28

29

文
久
04.
05.
06

元
武
士
母

追
々
之
罪
悪

不
埒
至
極
大
胆
不
敵
之
国
賊
。
大
手

橋
ニ
肆
、
市
中
引
廻

5

28

167

文
久
04.
05.
06

元
士
官

其
筋
江
立
入
毒
薬
聞
合

御
大
恩
を
令
忘
却
言
語
道
断
大
胆
不

敵
之
国
賊



③

文
久
三
年
十
一
月
二
二
日
申
渡
の
事
例

こ
れ
は
対
馬
藩
の
御
家
騒
動
が
本
藩
か
ら
遠
く
離
れ
た
飛
地
田
代
領
に
波
及
し
て
起
こ
っ
た
事
件
で

(

�)

あ
り
、
文
久
二
年
に
継
嗣
問

題
が
解
決
し
た
後
も
、
藩
内
に
お
け
る
尊
皇
派
と
佐
幕
派
の
対
立
が
続
く
な
か
で
申
し
渡
さ
れ
た
判
決
で
あ
る
。

藩
主
宗
義
和
の
側
室
碧
の
娘
マ
ツ
の
夫
慈
碧
順
治
は
、
町
人
権
藤
伴
次
郎
宅
で
「
左
道
之
祷
」
を
執
行
し
た
際
、「
其
主
意
相
心

得
専
令
主
張
」
し
た
と
し
て
、「
言
語
道
断
大
胆
無
敵
之
悪
賊
、
寸
断
不
定
之
大
罪
」
と
磔
を
申
し
渡
さ
れ
た
。
順
治
は
十
一
月
一

六
日
「
急
症
ニ
而
相
果
」
と
い
う
届
出
が
あ
り
、
遺
体
を
入
牢
さ
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
大
手
橋
に
肆
し
の
後
、
市
中
引
廻
の
上
地
獄

谷
に
お
い
て
磔
に
処
せ
ら
れ
た
。

ま
た
元
目
付
役
岡
山
渡
左
衛
門
は
、「
女
中
之
含
を
受
種
々
之
左
道
ニ
相
携
、
其
中
ニ
ハ
祈
祷
之
形
代
切
捨
之
差
図
を
加
」
え
、

「
全
躰
邪
悪
之
企
大
切
之
一
事
ニ
は
加
担
候
段
、
大
胆
之
所
業
不
忠
至
極
之
族
」
と
さ
れ
て
、
や
は
り
大
手
橋
で
肆
し
、
市
中
引
廻

の
上
地
獄
谷
で
磔
に
か
け
ら
れ
た
。

山
伏
退
蔵
院
こ
と
信
助
は
、「
婦
人
之
差
含
を
以
邪
悪
之
企
ニ
加
担
、
大
切
之
事
を
令
祈
祷
」
た
こ
と
を
理
由
と
し
、「
年
来
職
業

を
相
立
候
身
分
御
国
恩
を
令
忘
却
、
不
埒
至
極
之
族
」
と
さ
れ
、
大
手
橋
肆
し
、
市
中
引
廻
の
上
地
獄
谷
に
て
磔
と
な
っ
た
。

目
付
で
あ
っ
た
庄
助
は
、
岡
山
渡
左
衛
門
の
差
図
に
随
っ
て
「
大
切
成
奸
曲
」
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
「
大
胆
至
極
之
族
」

と
さ
れ
、
大
手
橋
へ
肆
し
、
市
中
引
廻
の
上
地
獄
谷
に
て
磔
と
さ
れ
た
。

④

文
久
四
年
五
月
六
日
申
渡
の
事
例

喜
久
乳
卯
左
衛
門
は
師
匠
で
あ
る
御
料
理
人
平
尾
官
介
か
ら
毒
薬
の
調
達
を
依
頼
さ
れ
、
調
達
の
う
え
官
介
に
渡
し
た
と
し
て
、

「
其
品
用
意
之
調
否
ニ
不
相
拘
極
刑
難
免
者
ニ
而
、
第
一
御
大
恩
を
令
忘
却
言
語
道
断
大
胆
無
敵
之
国
賊
」
と
し
て
市
中
引
廻
、
大
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手
橋
に
肆
の
う
え
地
獄
谷
に
て
磔
に
行
わ
れ
た
。

①
②
の
事
例
は
一
般
的
な
殺
人
よ
り
加
重
さ
れ
る
べ
き
事
情
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
③
④
の
事
例
は
、「
国
賊
」
と
い
う
表
現
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
藩
の
存
立
に
関
わ
る
よ
う
な
秩
序
の
動
揺
を
も
た
ら
す
犯
罪
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節
「
火
罪
」
の
事
例

火
罪
は
【
表
三
】
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
付
火
に
対
し
て
科
さ
れ
る
刑
罰
で
あ
る
。
磔
と
同
様
、
申
し
渡
さ
れ
る
事
例
は
多
く
な

く
、
最
も
後
の
事
例
は
文
政
十
年
の
申
渡
例
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
。
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【
表
三
】
火
罪
が
申
し
渡
さ
れ
た
事
例

事
件
No.

巻

頁

年
月
日

身
分

罪
状

備
考

1

1

76

享
保
05.
07.
21

武
士
下
男

法
伝
庵
へ
付
火

大
橋
ニ
さ
ら
し

2

1

77

享
保
05.
07.
21

庶
民

其
身
所
持
之
板
蔵
借
銀
之
質
物
ニ
遣
わ
し
置
候

ニ
附
火
、
百
姓
市
左
衛
門
板
蔵
共
ニ
致
焼
失

去
年
九
月
百
姓
甚
左
衛
門
所
へ
盗
入
。

大
橋
ニ
さ
ら
し

3

1

77

享
保
09.
02.
22

御
船
手
悴

先
年
欠
落
、
其
上
盗
、
度
々
附
火

大
橋
ニ
さ
ら
し
府
中
引
渡

3

1

77

享
保
09.
02.
23

武
士
下
男

盗
之
志
ニ
而
度
々
附
火

大
橋
ニ
さ
ら
し
府
中
引
渡

3

1

77

享
保
09.
02.
22

武
士
下
男

申
合
、
付
火

大
橋
ニ
さ
ら
し
府
中
引
渡

4

2

85

享
保
05.
07.
21

武
士
下
男

法
伝
庵
江
付
火

No.
9
に
同
じ
。

5

2

85

享
保
05.
07.
28

百
姓

其
身
所
持
之
板
蔵
、
借
銀
之
質
物
ニ
遣
置
候
ニ

No.
10
に
同
じ
。



①

享
保
五
年
七
月
二
一
日
申
渡
の
事
例
１

浅
山
茂
右
衛
門
下
男
専
八
は
、
前
年
宝
殿
院
へ
付
火
し
た
廉
で
、
府
内
中
引
廻
し
、
大
橋
に
肆
し
の
上
、
火
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。

②

享
保
五
年
七
月
二
一
日
申
渡
の
事
例
２

同
年
二
月
九
郎
右
衛
門
が
姑
方
か
ら
の
借
銀
の
質
物
に
預
け
置
い
た
板
蔵
に
付
火
し
、
百
姓
市
左
衞
門
の
板
蔵
と
共
に
焼
失
し
た
。

こ
れ
は
九
郎
右
衛
門
が
板
蔵
に
入
れ
て
あ
っ
た
姑
の
衣
装
櫃
か
ら
衣
装
品
々
を
盗
み
取
り
、
山
中
へ
隠
し
置
い
た
こ
と
が
発
覚
す
る

と
考
え
、
付
火
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
九
郎
右
衛
門
は
前
年
九
月
百
姓
甚
左
衞
門
処
へ
盗
み
に
入
っ
た
こ
と
を
白
状
し
て
お
り
、
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附
火
、
百
姓
板
蔵
共
ニ
焼
失

6

2

85

享
保
09.
02.
22

御
船
手
悴

先
年
欠
落
、
其
上
盗
、
度
々
附
火

No.
11
に
同
じ
。

6

2

86

享
保
09.
02.
22

武
士
下
男

盗
之
志
ニ
而
度
々
附
火

No.
11
に
同
じ
。

6

2

86

享
保
09.
02.
22

武
士
下
男

申
合
付
火

No.
11
に
同
じ
。

7

13

54

文
政
07.
10.
10

常
陸
国
真

壁
郡
吉
野

間
村
百
姓

御
領
分
下
野
国
都
賀
郡
小
屋
村
百
姓
方
付
火

松
平
陸
奥
守
御
領
内
吉
野
間
村
。
同

村
正
福
寺
弟
子
令
出
奔
。
陸
奥
守
様

衆
江
問
合
。

8

14

39

文
政
10.
05.
14

囚
人

差
火

入
牢
申
付
置
候
処
脱
牢
縊
死
。
骸
塩

漬
火
罪

8

14

81

文
政
10.
05.
14

囚
人

差
火

曳
科
者
火
罪
之
紐
ニ
在
之
。
ｐ
39
と

同
一
人

8

14

84

文
政
10.
05.
14

元
草
り
取

所
持
塩
硝
ニ
火
縄
を
添
下
目
付
家
屋
根
ニ
投
上
、

其
外
両
度
盗
、
入
牢
後
脱
牢

ｐ
39
と
同
一
人



府
内
中
引
廻
し
、
大
橋
に
肆
し
の
上
、「
火
罪
被
行
」
た
。

③

享
保
九
年
二
月
二
二
日
申
渡
の
事
例

御
船
手
里
右
衛
門
忰
源
七
は
、
先
年
欠
落
後
一
年
「
往
来
ニ
而
紛
罷
下
、
旅
人
と
唱
問
屋
附
仕
」
っ
た
上
に
盗
み
を
働
き
、
加
え

て
吉
田
番
四
郎
下
男
嘉
兵
衛
と
申
し
合
わ
せ
て
「
盗
之
志
ニ
而
」
度
々
付
火
を
し
た
た
め
、
火
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
嘉
兵
衛
お
よ
び

嘉
兵
衛
と
申
し
合
わ
せ
て
付
火
し
た
市
兵
衛
も
同
様
に
火
罪
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。
三
名
は
「
大
橋
ニ
さ
ら
し
府
中
引
渡｣

、
即
日

地
獄
ケ
谷
で
処
刑
さ
れ
た
。
な
お
、
里
右
衛
門
の
忰
源
七
お
よ
び
そ
の
妻
子
は
曳
科

(

縁
坐)

に
よ
り
「
御
家
中
奴
婢
」
に
仰
せ
付

け
ら
れ
た
。

④

文
政
七
年
十
月
十
日
申
渡
の
事
例

同
年
二
月
七
日
夜
、
対
馬
藩
領
で
あ
っ
た
下
野
国
都
賀
郡
小
屋
村
の
百
姓
平
左
衛
門
方
か
ら
出
火
し
、
七
軒
の
家
が
焼
失
し
た
。

出
火
中
怪
し
い
僧
が
徘
徊
し
て
い
る
の
を
番
非
人
が
捕
ら
え
、
郡
代
手
代
村
喜
兵
衛
が
捜
査
し
た
と
こ
ろ
、
仙
台
藩
伊
達
氏
領
分
の

常
陸
国
真
壁
郡
吉
野
間
村
百
姓
利
兵
衛
の
悴
平
蔵
と
い
う
者
で
、
同
村
正
福
寺
の
弟
子
善
心
坊
に
付
火
を
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
自
白

し
た
。
そ
こ
で
、
仙
台
藩
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
者
は
い
な
い
と
回
答
し
て
き
た
た
め
、
江
戸
表
か
ら
火
罪
に
処

す
よ
う
指
示
さ
れ
た
。
な
お
、
善
心
坊
を
召
し
捕
っ
た
番
非
人
に
は
、「
御
法
之
通
」
銀
三
十
枚
が
与
え
ら
れ
た
。

⑤

文
政
十
年
五
月
一
四
日
申
渡
の
事
例

元
草
履
取
門
兵
衛
二
十
四
歳
は
、
足
軽
在
勤
中
所
持
し
て
い
た
塩
硝
に
火
縄
を
添
え
て
下
目
付
善
左
衛
門
家
の
屋
根
に
投
げ
上
げ

た
と
こ
ろ
火
が
燃
え
上
が
り
、
町
内
の
者
が
消
火
し
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
も
二
度
盗
み
を
働
い
た
こ
と
を
自
白
し
た
。
門
兵
衛

は
入
牢
し
た
が
、
牢
守
の
娘
か
ら
も
ら
っ
た
煙
草
火
で
牢
屋
の
屋
根
を
焼
い
て
脱
牢
し
た
。
そ
の
後
生
村
の
豊
崎
郷
大
増
村
と
舟
志
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村
の
間
に
あ
る
豊
河
内
と
い
う
所
で
縊
死
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
対
馬
藩
は
遺
骸
を
塩
漬
け
に
し
、「
重
々
大
胆
成
仕
方
重
科

之
族
」
に
つ
き
、
牢
屋
構
内
で
火
罪
に
処
し
た
。

火
罪
に
処
せ
ら
れ
た
事
例
は
以
上
で
あ
る
が
、
付
火
の
事
例
は
文
政
期
以
降
も
存
在
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
火
罪
に
処

せ
ら
れ
て
い
な
い
。

第
三
節
「
獄
門
」｢
梟
首
」
の
事
例

「
獄
門
」｢

梟
首
」
は
、
付
加
刑
と
し
て
、
死
罪
お
よ
び
斬
罪
と
共
に
執
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
磔
や
火
罪
に
比
べ
る
と
事
例

数
は
か
な
り
多
く
な
る
。
以
下
【
表
四
】
に
示
す
。
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【
表
四
】
「
獄
門
」
「
梟
首
」
等
が
申
し
渡
さ
れ
た
事
例

事
件
No.

巻

頁

年
月
日

身
分

罪
状

刑
罰

備
考

26

1

64

享
保
07.
07.
23

町
人

過
分
之
銀
持
朝
鮮
押
渡
、
雇
之
下
男

ニ
超
潜
水
不
為
仕
、
銀
子
差
渡
人
参

取
寄
数
度

獄
門

極
罪
之
者
。
大
橋
ニ
一
日

さ
ら
し

26

1

64

享
保
07.
07.
23

百
姓

朝
鮮
江
六
度
押
渡
、
町
人
水
夫
等
を

す
す
め

斬
罪
、
獄
門

居
村
ニ
さ
ら
し

26

1

64

享
保
07.
07.
23

百
姓

朝
鮮
江
押
渡
之
水
夫
い
た
し
、
重
キ

御
法
度
物
ヲ
持
渡

斬
罪
、
獄
門

居
村
ニ
さ
ら
し

27

1

68

享
保
07.
06.
16

町
人

金
剛
院
被
官
を
殺
、
自
害

斬
罪
、
獄
門

密
通
之
女
ハ
身
を
投
相
果
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28

1

68

享
保
07.
07.
23

町
人

隣
家
之
女
を
無
躰
ニ
打
擲
手
疵
ニ
而

相
果
、
其
上
老
母
江
不
孝
、
朝
鮮
江

押
渡
致
水
夫

死
罪
、
獄
門

29

1

68

享
保
13.
11.
19

久
原
村
肝

入
拝
領
下

男

潜
商
永
代
奴
被
下
置
、
兼
而
暇
を
望

候
得
共
難
成
、
肝
入
悴
飯
ニ
毒
を
振

掛
置

斬
罪
、
獄
門

牢
屋
ニ
お
ゐ
て
首
を
〆
相

果

30

1

68

享
保
14.
06.
09

武
士
下
男

御
�
悴
を
指
殺
、
自
害

首
を
放
し
、
獄
門

31

1

70

享
保
19.
11.
17

武
士
下
男

2
名

毎
度
博
奕
、
盗
、
申
合
武
士
下
男
を

〆
殺
、
所
持
銭
分
ケ
取

斬
罪
、
獄
門

32

1

71

寛
保
02.
12.
22

御
弓
隠
居

商
人
下
男
主
人
を
縊
殺
を
手
伝

死
刑
、
獄
門

元
来
下
男
所
持
之
銀
を
蟠

り
候
所
存
�
発
、
船
代
残

銀
�
取
込

33

1

71

延
享
04.
02.
21

武
士
下
男

中
原
村
血
判
女
房
を
殺
害

斬
罪
、
梟
首

重
科
之
者

34

2

72

享
保
07.
07.
23

町
人

朝
鮮
江
可
押
渡
と
三
度
内
一
度
罷
渡
、

過
分
之
銀
持
渡
、
其
上
雇
之
下
男
ニ

朝
鮮
水
夫
為
仕

獄
門

No.
26
に
同
じ

34

2

73

享
保
07.
07.
23

百
姓

朝
鮮
江
六
度
押
渡
、
町
人
水
夫
勧
メ

獄
門

No.
26
に
同
じ

34

2

73

享
保
07.
07.
23

百
姓

朝
鮮
江
押
渡
之
致
水
夫
、
重
キ
御
法

度
物
を
持
渡

斬
罪
、
獄
門

No.
26
に
同
じ

35

2

74

享
保
07.
06.
16

町
人

金
剛
院
被
官
を
殺
、
自
害

斬
罪
、
獄
門

No.
27
に
同
じ
。
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36

2

76

享
保
07.
07.
23

町
人

隣
家
之
女
を
無
躰
ニ
致
打
擲
、
手
疵

ニ
而
相
果
、
朝
鮮
江
押
渡
之
致
水
夫

死
罪
、
獄
門

No.
28
に
同
じ

37

2

76

享
保
11.
11.
19

久
原
村
肝

入
拝
領
下

男

潜
商
永
代
奴
被
成
下
置
、
兼
而
暇
を

望
候
得
共
難
成
、
肝
入
悴
飯
ニ
毒
を

振
掛
置

斬
罪
、
獄
門

No.
29
に
同
じ

38

2

76

享
保
14.
06.
09

武
士
下
男

御
�
悴
を
指
殺
、
自
害

首
を
放
シ
、
獄
門

No.
30
に
同
じ

39

2

78

享
保
19.
11.
17

武
士
下
男

2
名

毎
度
令
博
打
、
其
上
盗
、
申
合
武
士

下
男
を
〆
殺
、
所
持
之
銭
分
ケ
取

斬
罪
、
獄
門

No.
31
に
同
じ

40

2

79

寛
保
02.
12.
22

御
弓
隠
居

商
人
下
男
主
人
を
縊
殺
を
手
伝

死
刑
、
獄
門

No.
32
に
同
じ

41

2

79

延
享
04.
12.
21

武
士
下
男

中
原
村
血
判
女
房
を
殺
害

斬
罪
、
梟
首

No.
33
に
同
じ

42

9

98

寛
政
08.
12.
08

大
浦
村
給

人
拝
領
下

男

仮
名
を
以
九
銭
十
匁
偽
取
、
船
を
盗

取
何
方
へ
可
�
去
と
企

獄
門

大
橋
さ
ら
し
、
市
中
引
廻
。

重
々
之
悪
行
大
胆
無
敵
、

死
刑
難
免
極
罪
之
者

43

17

136

天
保
08.
08.
03

宮
谷
上
町

改
次
男
・

裏
町
改

御
僉
官
内
之
刀
一
柄
盗
取
、
他
向
江

売
渡

梟
罪

両
国
御
約
城
之
通
朝
鮮
江

差
渡
二
獄
ニ
を
い
て

被
行
梟
罪

44

17

213

天
保
08.
11.
20

御
草
履
取

従
弟

番
家
来
を
殺
害

獄
門

45

28

29

文
久
04.
05.
06

元
武
士
母

御
乳
勤
中
専
邪
道
之
祈
祷
ニ
相
加
、

毒
薬
取
扱

獄
門

女
之
身
分
言
語
道
断
大
胆

無
敵
之
国
賊
ニ
候
得
共
、

一
等
御
赦
、
市
中
引
廻
之
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上
大
手
橋
ニ
肆
し

45

28

168

文
久
04.
05.
06

元
法
者

御
物
を
盗
取
、
其
外
所
々
盗
欠
落
、

出
国
抜
船
潜
商

獄
門

言
度
道
断
重
々
大
胆
不
敵

之
大
賊
。
大
手
橋
ニ
肆

市
中
引
廻

46

28

170

文
久
04.
10.
25

囚
人
6
名

長
州
家
江
身
を
隠
候
浪
人
江
取
入
密

談
、
正
義
と
唱
へ
国
中
之
人
気
を
迷

し
、
市
中
を
徘
徊
町
家
を
苦
し
め
、

其
上
自
侭
ニ
旅
人
を
致
切
害
、
妬
情

よ
り
忠
臣
を
他
国
之
浪
人
之
手
を
借

り
致
切
害

獄
門

前
代
未
聞
之
国
賊
。
府
中

至
極
之
族

46

28

170

文
久
04.
10.
28

囚
人
7
名

長
州
家
江
身
を
隠
候
浪
人
江
取
入
密

談
、
正
義
と
唱
へ
国
中
之
人
気
を
迷

し
、
市
中
を
徘
徊
町
家
を
苦
し
め
、

其
上
自
侭
ニ
旅
人
を
致
切
害
、
妬
情

よ
り
忠
臣
を
他
国
之
浪
人
之
手
を
借

り
致
切
害

獄
門

右
文
言
前
ニ
同
。

46

28

170

文
久
04.
12.
11

囚
人
9
名

悪
党
ニ
組

獄
門

御
国
害
ニ
相
成

47

29

105

元
治
02.
12.
06

足
軽

先
般
暴
殺
之
主
張
ニ
而
人
命
を
害
候

而
巳
な
ら
す
、
最
前
専
権
之
面
々
江

取
入
郷
方
ニ
お
ゐ
て
非
道
を
働
、
剰

無
罪
面
々
を
讒
訴

獄
門

強
悪
主
極
之
賊
。
草
使
所

ニ
而
相
果

47

29

105

元
治
02.
12.
06

足
軽

先
般
暴
殺
之
主
張
ニ
而
、
軽
輩
之
身

と
し
て
士
官
之
死
骸
ニ
刃
を
当
候
而

獄
門

強
悪
至
極
之
賊



①

享
保
七
年
六
月
一
六
日
申
渡
の
事
例

斎
藤
久
右
衛
門
は
六
月
十
日
豆
酘
村
金
剛
院
被
官
源
六
を
殺
害
し
、
府
内
へ
登
り
自
害
し
た
。
対
馬
藩
は
「
源
六
を
理
不
尽
ニ
殺

候
重
科
」
に
よ
り
久
右
衛
門
市
街
を
斬
罪
場
で
「
斬
罪
」
い
た
し
、
獄
門
と
し
た
。
な
お
、
久
右
衛
門
の
密
通
相
手
で
あ
っ
た
源
六

の
娘
は
身
を
投
げ
自
殺
し
て
い
る
。

②

享
保
七
年
七
月
二
三
日
申
渡
の

(

�)

事
例

日
高
浅
右
衛
門
は
、
隣
家
之
女
を
「
無
躰
ニ
致
打
擲｣

、
そ
の
傷
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
。
浅
右
衛
門
は
自
分
の
老
母
へ
の
不
孝
も

発
覚
し
、
さ
ら
に
朝
鮮
へ
不
法
に
渡
航
す
る
船
の
水
夫
も
働
い
て
い
た
と
し
て
、「
重
科
之
者
ニ
付
」
大
橋
ニ
位
置
に
肆
し
、
死
罪

の
上
獄
門
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
村
田
吉
兵
衛
は
、
朝
鮮
に
「
押
渡
」
る
た
め
仁
位
郷
唐
須
崎
ま
で
三
度
罷
り
出
で
て
そ
の
う
ち
一
度
朝
鮮
に
渡
り
、
過
分

の
銀
を
持
ち
渡
っ
た
。
さ
ら
に
自
ら
が
雇
う
下
男
に
朝
鮮
渡
航
の
水
夫
を
さ
せ
、
数
度
に
わ
た
り
銀
子
を
渡
し
て
朝
鮮
人
参
を
取
り

寄
せ
た
廉
に
よ
り
、「
極
罪
之
者
」
と
し
て
大
橋
ニ
一
日
肆
し
、
獄
門
に
処
せ
ら
れ
た
。

鰐
浦
村
百
姓
助
十
郎
は
、
朝
鮮
に
六
度
に
わ
た
っ
て
押
し
渡
り
、
そ
れ
以
前
に
も
不
法
に
渡
航
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
度
々

府
内
に
登
り
、
町
人
に
渡
航
す
る
た
め
の
水
夫
と
し
て
働
く
よ
う
勧
め
た
と
し
て
、
居
村
ニ
肆
し
、
獄
門
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
湊
村

百
姓
善
六
は
鰐
浦
村
助
十
郎
に
雇
わ
れ
て
朝
鮮
に
水
夫
と
し
て
渡
り
、「
重
キ
御
法
度
物
」
を
持
ち
渡
っ
た
。
そ
の
廉
に
よ
り
居
村
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巳
な
ら
す
、
最
前
専
権
之
面
々
江
取

入
郷
方
ニ
お
ゐ
て
非
道
を
働
、
剰
無

罪
面
々
を
讒
訴



ニ
肆
し
、
獄
門
に
処
せ
ら
れ
た
。

③

享
保
十
三
年
十
一
月
一
九
日
申
渡
の
事
例

久
原
村
肝
入
小
左
衛
門
拝
領
下
男
数
右
衛
門
は
潜
商
の
科
に
よ
り
永
代
奴
と
さ
れ
て
い
た
が
、
兼
ね
て
暇
を
と
り
た
い
希
望
し
て

い
た
。
し
か
し
小
左
衛
門
の
悴
熊
市
が
い
る
た
め
に
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
と
考
え
、
熊
市
の
飯
の
上
に
毒
を
振
り
か
け
た
も
の
の
、

熊
市
が
こ
れ
に
気
付
い
て
食
べ
ず
、
殺
害
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
科
に
よ
り
、
数
右
衛
門
は
早
朝
よ
り
肆
し
、
斬
罪
の
上
獄
門
と
申

し
渡
さ
れ
て
い
た
が
、
牢
屋
に
お
い
て
「
首
を
〆
」
死
亡
し
た
た
め
、
斬
罪
場
に
お
い
て
死
骸
の
首
を
刎
ね
、
獄
門
に
掛
け
る
も
の

と
さ
れ
た
。

④

享
保
十
四
年
六
月
九
日
申
渡
の
事
例

船
橋
忠
右
衛
門
下
男
十
兵
衛
は
、
御
�
甚
六
悴
権
吉
を
国
分
寺
門
前
に
お
い
て
刺
し
殺
し
、
自
ら
も
自
害
し
た
。
そ
の
た
め
、

「
重
科
之
者
ニ
付｣

、
牢
屋
に
お
い
て
「
首
を
放
し｣

、
獄
門
に
申
し
つ
け
ら
れ
た
。

⑤

享
保
十
九
年
十
一
月
十
七
日
申
渡
の
事
例

内
山
弟
八
下
男
源
助
・
三
八
両
名
は
、
博
奕
、
盗
み
を
働
い
た
う
え
、
申
し
合
わ
せ
て
鶏
知
宮
加
納
弥
太
郎
下
男
善
六
を
絞
め
殺

し
、
所
持
し
て
い
た
銭
を
取
っ
た
と
し
て
、
奈
多
里
に
お
い
て
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
、
獄
門
と
さ
れ
た
。

⑥

延
享
四
年
二
月
二
一
日
申
渡
の
事
例

阿
比
留
太
郎
八
下
男
甚
右
衛
門
は
「
田
舎
為�

」
伊
奈
郷
中
原
村
与
一
左
衛
門
方
に
罷
り
下
り
、
与
一
左
衛
門
の
女
房
を
山
中
に

て
殺
害
し
た
。
甚
右
衛
門
は
「
重
科
之
者
」
と
し
て
、
斬
罪
の
上
梟
首
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
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⑦

寛
保
二
年
十
二
月
二
二
日
申
渡
の
事
例

大
賀
屋
善
左
衛
門
下
男
藤
兵
衛
が
七
月
五
日
主
人
の
銀
子
四
貫
目
を
盗
み
、
欠
落
し
た
が
「
主
人
構
之
内
」
に
忍
び
込
ん
で
縊
死

し
た
。
し
か
し
自
殺
に
見
え
ず
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
、
穿
鑿
し
た
と
こ
ろ
、
七
月
七
日
藤
兵
衛
が
主
人
宅
に
忍
び
込
ん
だ

際
、
御
弓
隠
居
貞
五
郎
が
後
か
ら
付
け
参
り
、「
手
伝
い
た
し
縊
殺
呉
」
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
貞
五
郎
は
藤
兵
衛
が
持
っ
て
い
た

銀
を
蟠
る
つ
も
り
で
あ
り
、「
船
代
残
金
�
取
込
」
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、「
重
科
ニ
付｣

、
死
刑
の
う
え
、
獄
門
に
掛
け
ら
れ
た
。

貞
五
郎
の
妻
は
、
事
の
次
第
を
承
知
し
て
お
り
、「
其
罪
難
免
」
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
以
御
宥
恕
」
佐
護
郷
川
役
に
永
代
婢
に
下
さ

れ
た
。
ま
た
番
手
長
右
衛
門
は
、
盗
ま
れ
た
銀
を
口
止
め
に
受
け
取
っ
て
い
た
と
し
て
、「
御
家
中
へ
永
代
奴
」
に
下
さ
れ
た
。

⑧

寛
政
八
年
十
二
月
八
日
申
渡
の
事
例

仁
位
郷
小
綱
村
百
姓
だ
っ
た
郡
右
衛
門
は
、
与
良
郷
古
浦
村
百
姓
金
平
方
へ
忍
び
入
っ
て
窃
盗
を
働
き
、
府
内
で
も
盗
み
や
博
奕
、

小
屋
の
錠
前
を
ね
じ
切
る
な
ど
の
廉
に
よ
り
、
同
年
六
月
豊
崎
郷
大
浦
村
給
人
大
浦
友
之
助
に
永
代
奴
に
下
さ
れ
た
。
し
か
し
九
月

主
人
方
を
出
立
、
河
内
村
肝
入
安
兵
衛
の
所
へ
罷
り
越
し
、「
借
り
名
」
で
九
銭
十
匁
を
だ
ま
し
取
り
、
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
た
。

そ
の
後
府
内
へ
忍
び
登
り
、
浜
辺
に
立
ち
回
っ
て
い
た
縄
船
の
苫
に
火
を
付
け
、
そ
れ
に
乗
じ
て
船
を
盗
ん
で
欠
落
し
よ
う
と
し
た

が
、
訳
官
滞
留
中
に
て
人
目
が
多
い
た
め
実
行
で
き
な
か
っ
た
。
郡
右
衛
門
は
付
火
道
具
を
用
意
し
て
牢
屋
に
参
り
、
善
吉
と
い
う

囚
人
が
入
っ
て
い
る
牢
の
錠
を
ね
じ
切
っ
て
善
吉
を
脱
牢
さ
せ
、
寿
吉
と
い
う
者
の
牢
の
錠
も
同
様
に
ね
じ
切
ろ
う
と
し
た
が
ね
じ

切
れ
な
か
っ
た
た
め
、
善
吉
の
み
を
伴
い
逃
亡
、
再
び
船
を
盗
ん
で
欠
落
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
付
火
の
道
具
を
用

意
し
た
と
こ
ろ
か
ら
「
火
附
之
企
」
に
相
違
な
し
と
さ
れ
、「
死
刑
難
免
極
罪
之
者
」
と
し
て
、
大
橋
さ
ら
し
、
市
中
引
廻
の
う
え
、

地
獄
谷
で
獄
門
と
さ
れ
た
。
脱
牢
し
て
郡
右
衛
門
に
同
行
し
た
善
吉
は
大
橋
に
て
さ
ら
し
の
う
え
、
地
獄
谷
で
死
刑
と
さ
れ
て
い
る
。
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⑨

天
保
八
年
八
月
四
日
申
渡
の
事
例

(

�)

宮
谷
上
町
改
小
良
屋
久
八
次
男
喜
作
と
裏
町
改
吉
田
屋
友
治
は
、
前
年
御
僉
官
下
人
と
し
て
朝
鮮
に
渡
っ
た
が
、
二
月
七
日
夜
御

僉
官
の
刀
一
柄
を
盗
み
出
し
、
朝
鮮
人
に
売
り
渡
し
た
。
対
馬
藩
と
し
て
は
「
刃
物
之
儀
ハ
御
法
度
第
一
」
で
あ
り
、「
士
官
之
品
」

を
盗
み
出
し
、「
外
向
之
者
江
密
々
売
渡
」
し
た
こ
と
、
ま
た
対
馬
・
朝
鮮
両
国
に
関
係
す
る
大
罪
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

喜
作
を
三
日
、
友
治
は
一
日
大
手
橋
に
晒
し
、
市
中
引
廻
し
の
う
え
朝
鮮
に
差
渡
し
、
二
獄
で
梟
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。

⑩

天
保
八
年
十
一
月
二
〇
日
申
渡
の
事
例

御
草
履
取
吉
右
衛
門
従
弟
卯
作
は
八
月
二
七
日
夜
夜
番
柳
左
衛
門
宅
に
忍
び
入
り
、
家
来
忠
吉
を
殺
害
し
て
逃
走
し
た
。
卯
作
は

兼
ね
て
質
入
れ
し
て
い
た
刀
を
同
日
昼
に
請
け
出
し
、
其
夜
直
ち
に
質
入
れ
し
て
い
た
た
め
、
不
審
に
つ
き
卯
作
を
召
し
捕
っ
て
穿

鑿
し
た
。
卯
作
は
柳
左
衛
門
の
下
女
と
密
通
の
仲
介
を
忠
吉
に
頼
ん
で
い
た
が
、
忠
吉
が
主
人
に
そ
の
旨
を
報
告
し
て
お
り
、
そ
れ

を
遺
恨
に
存
じ
殺
害
を
企
て
、
合
わ
せ
て
手
近
に
品
物
が
あ
れ
ば
盗
み
取
ろ
う
と
侵
入
し
た
が
、
宅
内
で
忠
吉
に
出
会
っ
た
た
め
、

殺
害
し
た
旨
自
白
し
た
。
卯
作
は
こ
の
他
博
奕
、
盗
み
な
ど
も
働
い
て
お
り
、「
大
胆
不
敵
之
族
ニ
付｣

、
大
手
橋
ニ
三
日
さ
ら
し
、

市
中
引
廻
の
う
え
、
地
獄
谷
に
お
い
て
獄
門
に
処
せ
ら
れ
た
。

⑪

文
久
四
年
五
月
六
日
申
渡
の
事
例

こ
れ
は
第
一
節
④
で
紹
介
し
た
事
例
で
あ
る
が
、
磔
に
処
せ
ら
れ
た
喜
久
乳
卯
左
衛
門
の
他
、
四
名
が
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の

う
ち
二
名
は
獄
門
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

喜
久
乳
卯
左
衛
門
母
し
ほ
は
、
御
乳
勤
中
が
専
ら
「
邪
道
之
祈
祷
」
に
加
わ
っ
て
い
る
旨
申
し
出
た
が
、
無
実
の
者
の
名
を
引
き

出
し
て
申
し
掠
め
よ
う
と
す
る
よ
う
に
見
え
、「
押
詰
厳
責
」
に
よ
り
、
藩
主
宗
義
和
の
側
室
碧

(

美
と
り)

の
差
図
に
よ
り
、
仲

法と政治 71巻 1号 (2020年 5月)

論

説

599

一
七
二



居
あ
さ
に
も
毒
薬
を
取
り
扱
わ
せ
た
旨
白
状
し
た
。「
女
之
身
分
言
語
道
断
大
胆
無
敵
之
国
賊
」
と
さ
れ
た
が
、「
美
と
り
致
差
図
候

覚
無
之
旨
申
出
」
た
た
め
、
罪
一
等
を
赦
さ
れ
、
市
中
引
廻
の
上
大
手
橋
に
肆
し
、
地
獄
谷
に
お
い
て
獄
門
と
さ
れ
た
。

法
者
相
良
儀
右
衛
門
は

(

�)

惣
嶋
屋
伊
吉
・
服
部
や
忠
治
郎
と
申
し
談
じ
、
前
年
五
月
俵
物
方
小
屋
か
ら
煎
海
鼠
八
九
俵
を
盗
み
取
っ

て
小
舟
で
欠
落
、
肥
前
国
呼
子
へ
罷
り
越
し
、
煎
り
海
鼠
は
取
引
相
手
が
長
崎
に
持
ち
込
ん
で
金
十
八
両
で
売
り
払
い
、
六
月
二
十

日
対
馬
へ
帰
っ
た
後
再
び
呼
子
に
出
帆
、
呼
子
滞
在
の
伊
吉
か
ら
所
持
の
�
�
四
本
を
同
年
閏
八
月
朝
鮮
に
持
っ
て
渡
っ
た
が
、
�

�
は
至
っ
て
下
値
で
あ
っ
た
た
め
売
り
渡
さ
ず
、
帰
国
し
た
。
そ
の
後
御
薗
村
で
盗
み
を
働
き
、
小
坂
村
で
も
七
十
品
ほ
ど
盗
み
取
っ

た
が
、
大
船
越
村
領
小
野
瀬
で
隠
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
小
坂
村
か
ら
の
追
っ
手
に
品
物
を
取
り
返
さ
れ
、
召
し
捕
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
対
馬
法
者
と
い
う
身
分
に
あ
っ
て
御
物
を
盗
み
取
っ
た
こ
と
、
そ
の
ほ
か
所
々
で
盗
み
を
働
き
な
が
ら
欠
落
し
て
出
国
し
、
朝

鮮
国
へ
抜
船
し
た
う
え
、
禁
制
品
の
刀
を
売
払
う
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
潜
商
に
紛
れ
な
く
、「
言
語
道
断
重
々
大
胆
不

敵
之
大
賊
」
と
し
て
、
大
手
橋
ニ
さ
ら
し
、
市
中
引
廻
の
上
、
地
獄
谷
に
お
い
て
獄
門
に
処
せ
ら
れ
た
。

⑫

文
久
四
年
十
月
二
五
日
申
渡
の
事

こ
れ
も
対
馬
藩
の
御
家
騒
動
に
関
連
し
た
事
件
で
あ
る
。
攘
夷
論
の
盛
り
上
が
り
の
中
、
文
久
三
年
一
月
三
日
対
馬
藩
に
攘
夷
の

勅
書
が
下
賜
さ
れ
た
が
、
対
馬
藩
内
部
で
は
大
浦
教
之
助
を
中
心
と
す
る
攘
夷
派
と
勝
井
五
八
郎
を
中
心
と
す
る
佐
幕
派
が
厳
し
く

対
立
し
た
。
結
局
攘
夷
派
が
佐
幕
派
に
一
掃
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
以
下
の
通
り
攘
夷
派
の
面
々
が
処
罰
さ
れ
た
。

(

�)

留
守
居
役
大
浦
教
之
助
・
家
老
幾
度
判
兵
衛
・
教
之
助
の
孫
大
浦
亨
・
大
目
付
早
川
沢
之
助
・
扇
格
左
衛
門
・
一
宮
五
郎
は
、
長

州
家
に
身
を
隠
し
て
い
る
浪
人
真
木
菊
四
郎
に
取
り
入
っ
て
密
談
を
廻
ら
し
、「
正
義
と
唱
へ
国
中
之
人
気
を
迷
し｣

、
夜
中
に
は
大

人
数
で
連
れ
立
っ
て
鉄
鞭
を
突
き
、
市
中
を
徘
徊
し
て
は
罪
も
な
い
町
家
を
苦
し
め
た
ば
か
り
か
、
自
侭
に
旅
人
を
切
害
し
、
町
家
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の
戸
障
子
を
切
り
裂
い
た
。
加
え
て
「
妬
情
よ
り
忠
臣
を
他
国
之
浪
人
之
手
を
借
り
切
害
」
し
た
廉
で
、
大
手
橋
に
お
い
て
獄
門
に

処
せ
ら
れ
た
。
判
決
は
「
前
代
未
聞
之
国
賊
」
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、「
長
州
�
御
領
分
田
代
江
御
披
�
警
衛
之
為
と
て
我
党
之
者

を
撰
遣
し
置
候
と
相
見
、
御
命
令
を
不
相
守
浪
人
等
之
差
図
ニ
随
、
御
守
衛
を
捨
、
防
州
よ
り
亡
命
上
京
之
上
大
害
ニ
相
成
、
御
国

許
之
取
沙
汰
�
悪
し
く
致
候
は
、
是
皆
此
賊
類
之
悪
心
よ
り
事
起
り
、
不
忠
至
極
之
賊
」
と
、
極
め
て
厳
し
い
表
現
で
非
難
し
て
い

る
。

(

�)

ま
た
同
月
二
八
日
の
申
渡
で
は
、
河
内
染
右
衛
門
・
日
新
館
書
記
林
悦
四
郎
・
政
府
掛
書
記
田
中
貫
治
・
日
新
館
助
教
堀
江
直
介
・

畑
島
晋
十
郎
・
町
奉
行
内
山
右
馬
四
郎
・
牟
田
�
伯
の
子
清
太
郎
の
七
名
が
同
様
の
罪
状
に
よ
り
、
大
手
橋
に
お
い
て
獄
門
、
十
二

月
十
一
日
の
申
渡
で
は
、
畑
島
恒
右
衛
門
・
田
中
久
米
輔
・
日
新
館
助
教
大
谷
存
・
鈴
木
蔵
太
・
鈴
木
綱
之
介
・
大
浦
忠
兵
衛
・
桟

原
勇
馬
・
内
山
弥
次
郎
兵
衛
・
医
学
局
教
授
牟
田
�
伯
の
九
名
が
、「
悪
党
ニ
組
し
御
国
害
ニ
相
成
」
と
し
て
、
同
じ
く
大
手
橋
に

お
い
て
獄
門
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

⑬

元
治
二
年
十
二
月
六
日
申
渡
の
事
例

伊
奈
郷
飼
所
村
足
軽
四
郎
吉
は
、「
先
般
暴
殺
之
主
張
ニ
而
人
命
を
害
候
而
巳
な
ら
す
、
最
前
専
権
之
面
々
江
取
入
郷
方
ニ
お
ゐ

て
非
道
を
働
、
剰
無
罪
面
々
を
讒
訴
せ
し
め
」
た
と
し
て
、「
強
悪
主
極

[

マ
マ]

之
賊
ニ
付｣

、
牢
屋
構
内
に
お
い
て
獄
門
に
処
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、「
草
使
所
」
で
死
亡
し
し
た
た
め
、
死
骸
に
対
し
て
獄
門
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
伊
奈
郷
久
原
村
足
軽
松
五
郎
は
、「
先
般
暴
殺
之
主
張
」
に
お
い
て
、
軽
輩
の
身
分
に
あ
り
な
が
ら
士
官
の
死
骸
に
刃
を

当
て
、「
専
権
之
面
々
」
ニ
取
り
入
り
、
郷
方
で
非
道
を
働
い
た
う
え
、「
無
罪
之
面
々
を
讒
訴
」
し
た
「
強
悪
至
極
之
賊
ニ
付｣

、

牢
屋
構
内
に
お
い
て
獄
門
に
処
せ
ら
れ
た
。
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以
上
、
獄
門
、
梟
首
に
処
せ
ら
れ
た
事
例
を
紹
介
し
た
が
、
罪
状
は
殺
人
が
関
係
し
た
も
の
が
多
く
を
占
め
る
も
の
の
、
潜
商

(
密
貿
易)

も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
さ
ら
に
幕
末
期
に
お
い
て
は
御
家
騒
動
が
関
係
す
る
権
力
闘
争
の
結
果
、
闘
争
に
敗
れ
た
一
派

が
「
国
賊
」
と
断
罪
さ
れ
た
う
え
、
獄
門
に
掛
け
ら
れ
る
例
が
目
立
っ
て
い
る
。

第
四
節

「
斬
罪
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

斬
罪
の
執
行
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
鎌
田
浩
氏
が
熊
本
藩
の
例
か
ら
袈
裟
斬
り
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指

摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
罰
責
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
判
決
が
あ
る
。

【
史
料
】

久
原
村
肝
入
小
左
衛
門
拝
領
下
男

同
十
三
申
十
一
月
十
九
日

数
右
衛
門

右
潜
商
依
科
永
代
奴
被
下
置
候
処
、
兼
而
暇
を
望
候
得
共
、
小
左
衛
門
忰
熊
市
存
命
罷
在
候
て
は
難
成
存
、
熊
市
飯
之
上
ニ

毒
を
振
掛
置
、
給
さ
せ
可
申
と
い
た
し
候
を
、
熊
市
見
知
食
し
不
申
旨
、
拷
問
之
上
令
白
状
、
重
罪
之
者
故
早
朝
�
さ
ら
し
、

斬
罪
獄
門
ニ
申
渡
置
候
処
、
牢
屋
ニ
を
ゐ
て
首
を
〆
相
果
候
付
、
斬
罪
場
ニ
而
首
を
刎
、
獄
門
ニ
掛
候
様
ニ
申
渡
ス
、

こ
れ
は
第
三
節
③
の
事
例
の
判
決
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
久
原
村
肝
入
拝
領
下
男
数
右
衛
門
は
、
斬
罪
の
う
え
獄
門
と

い
う
判
決
を
申
し
渡
さ
れ
た
が
、
牢
屋
で
縊
死
し
た
た
め
、
斬
罪
場
で
首
を
刎
ね
、
獄
門
に
処
す
べ
く
申
し
渡
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
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死
刑
の
執
行
以
前
に
犯
人
が
死
亡
し
た
場
合
、
死
骸
に
対
し
て
そ
の
ま
ま
刑
を
執
行
す
る
例
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、

首
を
刎
ね
る
の
が
斬
罪
の
本
来
の
執
行
方
法
で
あ
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。

第
三
章

加
重
死
刑
か
ら
減
軽
さ
れ
た
事
例

「
罰
責
」
に
採
録
さ
れ
た
判
例
の
中
に
は
、
本
来
申
し
渡
さ
れ
る
べ
き
刑
か
ら
減
軽
さ
れ
て
申
し
渡
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
た
も

の
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。
後
年
の
裁
判
に
お
け
る
量
刑
の
参
考
に
な
る
と
考
え
て
採
録
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
も
【
表
五
】
に
示
す
。
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【
表
五
】
加
重
死
刑
か
ら
減
軽
さ
れ
た
事
例

事
件
No.

巻

頁

年
月
日

身
分

罪
状

刑
罰

備
考

1

1

77

享
保
16.
12.
09

武
士
下
男

送
使
方
下
代
所
へ
付
火

斬
罪

火
罪
被
仰
付
先
例
ニ
候
得

共
、
先
年
以
来
公
義
科
人

御
裁
許
一
等
も
軽
被
仰
付

趣
相
聞

2

2

86

享
保
16.
12.
09

武
士
下
男

送
使
方
下
代
所
へ
付
火

斬
罪

No.
1
に
同
じ

3

4

52

安
永
03.
12.
09

草
履
取
次

男

重
科

死
刑

磔
罪
候
へ
共
、
市
中
引
廻

し
、
被
行
死
刑

4

4

53

安
永
03.
12.
09

舟
志
村
給

人
拝
領
下

男

不
明

斬
罪

火
罪
難
免
者
ニ
候
得
共
、

市
中
引
廻
し
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4

4

53

安
永
03.
12.
09

百
姓
娘

不
明

斬
罪

火
罪
難
免
ニ
候
得
共
。
市

中
引
廻
し

5

13

54

文
政
07.
12.
25

福
泉
寺
僧

侶

兼
々
御
船
手
女
房
と
密
通
、
遺
恨
ニ

依
差
火

寺
領
坪
付
召
揚

火
罪
難
免
者
ニ
候
得
共
、

自
白
以
前
致
毒
死
事
故
無

其
儀

6

18

144

天
保
10.
12.
21

百
姓

自
己
ニ
遺
恨
有
之
者
を
虚
偽
を
以
科

ニ
申
掠
候
奸
計
之
為
付
火

斬
罪

火
罪
難
免
候
得
共

7

26

51

安
政
05.
11.
15

龍
女
院
弟

子

万
松
院
境
内
其
外
所
々
附
火
、
金
子

盗
取

永
代
奴

火
罪
難
免
者
な
か
ら
寺
向

無
別
条
殊
未
年
齢
ニ
も
不

至

8

28

167

文
久
04.
05.
06

御
料
理
人

母

御
乳
勤
中
専
邪
道
之
祈
祷
ニ
相
加
、

毒
薬
取
扱

獄
門

女
之
身
分
言
語
道
断
大
胆

無
敵
之
国
賊
ニ
候
得
共
、

一
等
御
赦
、
市
中
引
廻
之

上
大
手
橋
ニ
肆
し

8

28

167

文
久
03.
11.
20

田
代
在
住

官
介
�
毒
薬
之
致
心
配
候
ハ
ヽ
立
身

を可
取
持
と
申
談
、
師
匠
之
儀
ニ
も
有

之
其
意
ニ
随

斬
罪

揚
屋
入
申
付
候
処
、
刃
物

を
髪
之
内
江
隠
持
込
即
晩

相
果
。
言
語
道
断
不
埒
至

極
大
胆
無
敵
之
族
ニ
候
得

共
。

8

28

168

文
久
03.
11.
20

元
御
旗
母

御
仲
居
勤
之
節
、
邪
道
之
祈
祷
ニ
携

専
令
主
張

斬
罪

存
命
ニ
候
ハ
ヽ
糺
之
上
極

刑
ニ
被
所
筈
な
か
ら
吟
味

中
相
果
候
事
故



以
下
、
事
例
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

①

享
保
十
六
年
十
二
月
九
日
申
渡
の
事
例

前
年
十
一
月
十
七
日
夜
丸
山
町
ニ
に
滞
在
し
て
い
た
送
使
方
下
代
貞
平
の
所
に
付
火
を
し
た
も
の
が
お
り
、
十
一
月
三
日
に
欠
落

し
た
寺
崎
与
四
郎
右
衛
門
下
男
半
兵
衛
を
召
し
捕
り
詮
議
し
た
と
こ
ろ
、
拷
問
す
る
こ
と
な
く
付
火
を
自
白
し
た
。
付
火
に
つ
い
て

は
火
罪
に
処
す
先
例
で
あ
る
と
こ
ろ
、「
先
年
以
来
公
義
科
人
御
裁
許
一
等
も
軽
被
仰
付
趣
相
聞
」
た
め
、
江
戸
表
へ
聞
き
合
わ
せ
、

斬
罪
に
処
す
べ
し
と
い
う
指
示
が
あ
り
、
半
兵
衛
は
大
橋
に
一
日
肆
し
、
夕
刻
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。

こ
の
判
決
で
は
、
半
兵
衛
が
拷
問
に
掛
け
る
こ
と
な
く
付
火
を
自
白
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、「
苦
痛
ニ
而
申
出
候
ニ
而
も
無
之
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
一
節
は
、
拷
問
に
か
け
る
こ
と
に
よ
り
苦
痛
の
あ
ま
り
虚
偽
の
自
白
を
す
る
可
能
性
を
認
識
し
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

②

安
永
三
年
十
二
月
九
日
申
渡
の
事
例
１

御
草
履
取
七
蔵
次
男
杢
五
郎
は
「
重
科
難
免
」
と
し
て
、
本
来
「
磔
罪
者
候
へ
共｣

、
市
中
引
廻
の
上
「
死
刑
」
に
処
せ
ら
れ
た
。

こ
の
場
合
の
「
死
刑
」
は
死
罪
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
罪
状
に
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
判
決
は
「
廿

三
番

殺
害
・
毒
飼
・
打
殺
者
之
事
」
の
章
に
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
殺
人
に
よ
り
死
刑
と
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。③

安
永
三
年
十
二
月
九
日
申
渡
の
事
例
２

豊
崎
郷
舟
志
村
給
人
日
枝
勘
平
拝
領
下
男
治
兵
衛
は
、「
火
罪
難
免
者
ニ
候
得
共｣

、
市
中
引
廻
の
上
、
斬
罪
と
さ
れ
た
。
ま
た
、

平
田
又
左
衛
門
被
官
仁
位
郷
千
尋
藻
村
久
助
娘
つ
る
も
、「
同
断
之
者
」
と
さ
れ
、
市
中
引
廻
の
上
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
た
。
こ
の
二
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名
に
つ
い
て
も
、
②
同
様
罪
状
が
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、「
廿
三
番

殺
害
・
毒
飼
・
打
殺
者
之
事
」
の
章
に
採
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
殺
人
に
よ
り
処
罰
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
本
来
火
罪
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

る
に
、
放
火
と
殺
人
共
に
関
係
し
た
事
件
で
あ
る
解
す
る
余
地
は
あ
る
。

④

文
政
七
年
十
二
月
二
五
日
申
渡
の
事
例

佐
須
郷
久
根
村
福
泉
寺
敬
山
は
、
兼
々
御
船
手
甚
左
衛
門
女
房
ふ
じ
と
密
通
し
て
い
た
が
、
当
年
秋
か
ら
ふ
じ
が
唯
心
軒
玉
淳
と

も
密
通
し
て
お
り
、
そ
れ
を
遺
恨
に
思
っ
た
敬
山
が
唯
心
軒
に
差
火
し
た
。
田
舎
に
逃
げ
帰
っ
た
敬
山
を
召
し
捕
る
た
め
役
人
が
派

遣
さ
れ
た
が
、
敬
山
は
役
人
が
到
着
す
る
前
に
毒
死
し
た
。
判
決
で
は
、「
出
家
と
申
大
罪
至
極
之
賊
ニ
付
致
存
命
居
候
得
は
詮
儀

之
上
火
罪
難
免
」
と
し
つ
つ
、
白
状
以
前
に
毒
死
し
た
た
め
、
火
罪
を
科
さ
ず
、「
寺
領
坪
付
被
召
揚
」
る
旨
、
国
分
寺
に
申
し
渡

さ
れ
た
。

⑤

天
保
十
年
十
二
月
二
一
日
申
渡
の
事
例

与
良
郷
大
船
越
村
百
姓
弥
八
は
、
前
年
十
二
月
大
船
越
村
大
工
亀
之
介
が
遺
恨
あ
る
者
を
罪
に
陥
れ
よ
う
と
付
火
を
企
て
た
の
に

同
意
し
、
同
村
百
姓
伝
蔵
方
の
厠
に
付
火
し
た
。「
火
罪
難
免
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
市
中
引
廻
の
上
、
地
獄
ヶ
谷
で
斬
罪
に
処
せ

ら
れ
た
。

⑥

安
政
五
年
十
一
月
一
五
日
申
渡
の
事
例

龍
女
院
弟
子
少
弐

(

十
五
歳)

は
、
万
松
院
に
召
し
置
か
れ
て
い
た
が
、
同
年
春
万
松
院
構
内
外
で
差
火
が
多
く
発
生
し
た
た
め
、

召
し
捕
り
詮
議
し
た
と
こ
ろ
、
兼
々
修
行
不
精
に
て
住
持
か
ら
教
化
を
加
え
ら
れ
て
い
た
が
、「
無
理
成
儀
と
存
込
」
こ
と
か
ら

「
不
図
悪
念
相
生｣

、
寺
の
境
内
そ
の
他
所
々
で
付
火
の
上
、
金
子
を
盗
み
取
り
、
自
分
の
他
雇
下
男
乙
吉
も
誘
い
込
ん
だ
た
め
、
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「
言
語
道
断
之
族｣

、
ま
た
云
わ
れ
な
き
こ
と
を
遺
恨
に
思
い
、
藩
主
菩
提
寺
で
あ
る
「
大
切
之
御
場
所
」
を
顧
み
ず
、
付
火
、
窃

盗
を
働
い
た
こ
と
は
「
大
胆
至
極
之
族
」
で
あ
り
、「
火
罪
難
免
」
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
万
松
院
に
別
条
は
な
く
、
ま
た
十
五
歳

と
い
う
年
齢
も
考
慮
さ
れ
、
一
命
を
助
け
ら
れ
、
佐
護
郷
井
口
村
肝
煎
生
八
へ
永
代
奴
に
下
さ
れ
た
。
実
行
行
為
に
よ
り
発
生
し
た

損
害
の
程
度
、
犯
人
の
年
齢
に
鑑
み
刑
を
減
軽
さ
れ
た
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑦

文
久
四
年
五
月
六
日
申
渡
の
例

こ
れ
は
、
第
二
章
第
一
節
④
で
紹
介
し
た
事
件
で
、
第
三
節
⑪
で
す
で
に
言
及
し
た
。
元
喜
久
乳
卯
左
衛
門
母
し
ほ
は
、
罪
一
等

を
減
ぜ
ら
れ
、
市
中
引
廻
の
上
大
手
橋
に
肆
し
、
地
獄
谷
に
に
お
い
て
獄
門
に
処
せ
ら
れ
た
。
判
決
で
は
、
藩
主
宗
義
和
の
側
室
美

と
り

(

碧)

が
差
図
し
た
覚
が
な
い
旨
申
し
出
た
こ
と
を
減
軽
し
た
理
由
と
し
て
い
る
。

ま
た
平
尾
官
介
は
、
弟
子
の
御
料
理
人
喜
久
乳
卯
右
衛
門
に
毒
薬
の
調
達
を
依
頼
し
た
廉
で
揚
屋
入
り
を
申
し
付
け
ら
れ
た
が
、

刃
物
を
頭
髪
の
中
に
隠
し
て
牢
内
に
持
ち
込
み
、
自
殺
し
た
。「
言
語
道
断
不
埒
至
極
大
胆
無
敵
之
族
」
と
さ
れ
た
も
の
の
、
吟
味

以
前
に
死
亡
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
地
獄
谷
で
死
骸
に
対
し
て
「
斬
罪
之
格
」
が
処
せ
ら
れ
た
。
判
決
文
を
み
る
に
、
必
ず
し
も
減

軽
さ
れ
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
毒
薬
調
達
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
卯
左
衛
門
が
磔
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と

の
関
係
か
ら
す
る
と
、
調
達
を
持
ち
か
け
た
官
介
も
本
来
は
磔
等
、
加
重
死
刑
相
当
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

元
御
旗
市
右
衛
門
母
改
梅
枝
こ
と
あ
さ
が
御
仲
居
勤
の
際
、「
邪
道
之
祈
祷
ニ
携
専
令
主
張
」
と
し
て
あ
さ
を
召
し
捕
り
詮
議
し

た
が
、「
口
々
不
容
易
事
品
取
扱
」
と
い
う
趣
旨
を
供
述
し
、
そ
の
後
吟
味
中
に
死
亡
し
た
。
前
述
し
た
し
ほ
の
供
述
に
よ
り
、
あ

さ
も
同
様
に
毒
薬
を
取
り
扱
い
、「
無
勿
躰
儀
を
も
申
出
」
た
こ
と
も
合
わ
せ
て
「
言
語
道
断
大
胆
之
族
」
と
し
て
、
存
命
で
あ
れ

ば
「
極
刑
ニ
被
所
」
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
吟
味
以
前
に
死
亡
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
地
獄
谷
に
お
い
て
死
骸
を
「
斬
罪
之
格
」
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に
し
た
。

以
上
、
本
来
加
重
死
刑
に
処
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
減
軽
さ
れ
た
事
例
を
紹
介
し
た
。
減
軽
の
理
由
は
様
々
で
あ
り
、
犯
罪
の
結

果
が
そ
れ
ほ
ど
重
大
で
は
な
か
っ
た
こ
と
や
年
少
で
あ
る
こ
と
も
理
由
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
判
決
前
に
犯
人
が
死
亡
し
た
こ
と

を
減
軽
理
由
と
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
点
、
さ
ら
に
享
保
年
間
に
お
い
て
幕
府
の
量
刑
が
一
等
減
軽
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
し

て
火
罪
を
斬
罪
に
減
軽
し
た
事
例
が
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

第
四
章

ま
と
め
に
代
え
て

以
上
、「
罰
責
」
に
採
録
さ
れ
た
刑
事
判
決
を
も
と
に
、
一
般
的
な
死
罪
よ
り
重
い
死
刑
を
加
重
死
刑
と
し
て
紹
介
し
、
若
干
の

考
察
を
加
え
た
。

「
罰
責
」
に
再
録
さ
れ
る
諸
判
決
は
、
各
巻
の
編
別
構
成
か
ら
分
か
る
よ
う
に
網
羅
的
な
も
の
で
あ
り
、
対
馬
藩
の
刑
事
裁
判
に
お

け
る
量
刑
動
向
を
知
る
う
え
で
有
用
な
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
幕
末
期
に
お
け
る
御
家
騒
動
に
関
係
し
て
藩
の
重
臣
が
処
刑
さ
れ
た

事
例
が
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
点
は
目
立
っ
て
い
る
。
幕
府
お
よ
び
諸
藩
に
お
け
る
判
決
録
、
判
例
集
は
、
後
年
の
同
種
の
事
件
に

お
け
る
量
刑
決
定
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
作
成
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
藩
に
と
っ
て
決
し
て
名
誉
で
は
な
い
、
権
力
闘
争
の

結
果
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
事
例
も
判
決
録
に
採
録
し
た
対
馬
藩
の
態
度
は
興
味
深
い
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
近
年
「
罰
責
」
を
素
材
に
紹
介
を
兼
ね
て
、
判
決
内
容
を
分
析
し
て
い
る
が
、
既
に
著
し
た

論
考
に
お
い
て
未
解
明
の
ま
ま
残
し
て
い
る
論
点
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
加
重
死
刑
の
み
な
ら
ず
、
一
般
的
な

死
刑
で
あ
る
死
罪
、
斬
罪
、
下
手
人

(

解
死
人)

も
含
め
た
死
刑
の
時
系
列
的
な
科
刑
動
向
、
寛
刑
化
、
減
刑
化
の
有
り
様
を
明
ら
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か
に
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
後
稿
に
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注

(

�)
藩
法
研
究
会
編
『
近
世
刑
事
史
料
集
２

対
馬
藩
』(

創
文
社
、
二
〇
一
四
年)

(

�)
｢

潜
商
」
に
つ
い
て
は
、
守
屋
浩
光
「
対
馬
藩
に
お
け
る
密
貿
易
に
対
す
る
処
罰
に
つ
い
て

｢

罰
責
」
掲
載
の
判
決
の
紹
介
を
中

心
に

」(
名
城
法
学
第
六
七
巻
第
二
号
、
名
城
大
学
法
学
会
、
二
〇
一
七
年)

。｢

徒
党
」
に
つ
い
て
は
、
同
「
対
馬
藩
の
「
徒
党
」

処
罰
に
つ
い
て

｢
罰
責
」
掲
載
の
判
決
の
紹
介
を
中
心
に

」(『

法
と
政
治
』
第
七
〇
巻
第
一
号
、
関
西
学
院
大
学
法
政
学
会
、

二
〇
一
九
年
。「
交
奸
」
に
つ
い
て
は
同
「
対
馬
藩
に
お
け
る
「
交
奸
」
に
つ
い
て

｢

罰
責
」
掲
載
の
判
決
の
紹
介
を
中
心
に

」

(『

幕
藩
法
の
諸
相

規
範
・
訴
訟
・
家
族

』(

汲
古
書
院
、
二
〇
一
九
年)

所
収)

。

(

�)

前
掲
藩
法
研
究
会
編
『
近
世
刑
事
史
料
集
２

対
馬
藩
』
�
頁

(

�)

鎌
田
浩
前
掲
『
近
世
刑
事
史
料
集
２

対
馬
藩
』
解
題
七
頁
。

(

�)

鎌
田
浩
前
掲
『
近
世
刑
事
史
料
集
２

対
馬
藩
』
解
題
七
頁
。

(

�)

前
掲
守
屋
「
対
馬
藩
の
「
徒
党
」
処
罰
に
つ
い
て

｢

罰
責
」
掲
載
の
判
決
の
紹
介
を
中
心
に

」

(

	)

長
忠
生
編
著
『
鳥
栖
市
史
研
究
編
第
二
集

幕
末
田
代
領
政
争
の
研
究(

仙
八
さ
ん
騒
動
の
顛
末)

』(

鳥
栖
市
役
所
、
一
九
七
〇
年)

一
四
一
頁
以
下
。

(


)

前
掲
守
屋
「
対
馬
藩
に
お
け
る
密
貿
易
に
対
す
る
処
罰
に
つ
い
て

｢

罰
責
」
掲
載
の
判
決
の
紹
介
を
中
心
に

」
十
七
頁
。

な
お
、
同
論
文
で
当
該
事
件
の
日
付
を
七
月
二
一
日
と
し
て
い
る
の
は
、
七
月
二
三
日
の
誤
り
で
あ
り
、
訂
正
す
る
。

(

�)

前
掲
守
屋
「
対
馬
藩
に
お
け
る
密
貿
易
に
対
す
る
処
罰
に
つ
い
て

｢

罰
責
」
掲
載
の
判
決
の
紹
介
を
中
心
に

」
十
八
頁
。

(

�)

前
掲
守
屋
「
対
馬
藩
に
お
け
る
密
貿
易
に
対
す
る
処
罰
に
つ
い
て

｢

罰
責
」
掲
載
の
判
決
の
紹
介
を
中
心
に

」
二
十
頁
。

(

)
『

長
崎
県
史
』
藩
政
編
一
一
三
九
頁
以
下
勝
井
騒
動
。

(

�)

大
浦
教
之
助
は
入
牢
後
絶
食
死
し
た
が
、
死
骸
は
首
を
刎
ね
ら
れ
、
大
手
橋
で
獄
門
に
掛
け
ら
れ
た
。
ま
た
幾
度
半
兵
衛
、
早
川
沢
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之
助
、
扇
格
左
衛
門
、
河
内
染
右
衛
門
、
田
中
貫
治
、
畑
島
晋
十
郎
、
内
山
右
馬
四
郎
、
牟
田
清
太
郎
、
鈴
木
綱
之
介
、
桟
原
勇
馬
、
牟

田
�
泊
は
自
刃
、
堀
江
直
介
は
縊
死
、
田
中
久
米
輔
は
惨
殺
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
死
骸
を
獄
門
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。『
長
崎
県
史
』

藩
政
編
一
一
三
九
頁
以
下
、
お
よ
び
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Heavy capital punishments in Tsushima Clan

Introducing “Basseki”, law reports of Tsushima Clan

Hiromitsu MORIYA

In this paper, I will introduce some cases that have been recorded as the

death penalty of a type that is heavier than the general death penalty.

Prologue

1 “Heavy death penalty” published in “Basseki”

2 Cases of heavy death penalty recorded for “Basseki”

�1 Crucifixion

�2 Burning to death

�3 Gokumon,beheading followed by mounting of the head on a pike

�4 Position of “Zanzai”

3 Cases reduced from heevy death penalty

4 Brief Summary




